
●とぎつカナリーホール 

 

 豊かな緑とやさしい光につつまれた

空間。ここに集う人々にやすらぎとくつ

ろぎそして大きな感動を生み出します。

所在地 

〒851-2104 

西彼杵郡時津町野田郷

62 番地 

ＴＥＬ 095-882-0003

敷地面積 127,580m2

建築面積 4,823m2

延床面積 6,258m2
 

 

 

 

▼ 施設概要（ホール） 

 

▲ホール 

客 席
770 席（１階 554 席 2 階 216 席） 

（車椅子固定席 2[可動車椅子席 6]） 

舞 台

通常（m）  音響反射板設置時（m）

間口 14.4  間口 17.0 

奥行 10.5  奥行 11.4 

高さ  6.3～7.2 

   （舞台内容に

よって異なる）  

 高さ  12.2 

 

設 備

●照明・音響設備 

●舞台設備 

●ピアノ 

●視聴覚設備等  

駐車場
収容台数  269 台 第 1 駐車場 129 台 

[1 階 70 台/2 階 59 台（うち身障者用 2台）]

▼ 施設情報 



第 2駐車場 30 台 

第 3 駐車場 101 台、 

主催者用 9台(うち身障者用 2台)  
 

ホール全席利用の場合（770 席、固定車椅子席２席）(単位：円) 

利用区分 
9 時～12

時 

13 時～17

時 

18 時～22

時 

9 時～17

時 

13 時～22

時 

9 時～22

時 

平日 9,450 21,000 25,200 30,450 46,200 55,650 

入場料等 

無料 

土曜

日、 

日曜日 

又は休

日 

11,340 25,200 30,240 36,540 55,440 66,780 

平日 11,340 25,200 30,240 36,540 55,440 66,780 
入場料等

の 

最高額 

3,000 円

以下 

土曜

日、 

日曜日 

又は休

日 

13,608 30,240 36,288 43,848 66,528 80,136 

平日 14,175 31,500 37,800 45,675 69,300 83,475 入場料等

の 

最高額 

3,001 円 

～5,000

円 

土曜

日、 

日曜日 

又は休

日 

17,010 37,800 45,360 54,810 83,160 100,170 

平日 18,900 42,000 50,400 60,900 92,400 111,300 
入場料等

の 

最高額 

5,001 円

以上 

土曜

日、 

日曜日 

又は休

日 

22,680 50,400 60,480 73,080 110,880 133,560 

 

ホール 1階席のみ利用の場合（554 席、固定車椅子席２席）(単位：円) 



利用区分 
9 時～12

時 

13 時～17

時 

18 時～22

時 

9 時～17

時 

13 時～22

時 

9 時～22

時 

平日 6,300 16,800 21,000 23,100 37,800 44,100 

入場料等 

無料 

土曜

日、 

日曜日 

又は休

日 

7,560 20,160 25,200 27,720 45,360 52,920 

平日 7,560 20,160 25,200 27,720 45,360 52,920 
入場料等

の 

最高額 

3,000 円

以下 

土曜

日、 

日曜日 

又は休

日 

9,072 24,192 30,240 33,264 54,432 63,504 

平日 9,450 25,200 31,500 34,650 56,700 66,150 入場料等

の 

最高額 

3,001 円 

～5,000

円 

土曜

日、 

日曜日 

又は休

日 

11,340 30,240 37,800 41,580 68,040 79,380 

平日 12,600 33,600 42,000 46,200 75,600 88,200 
入場料等

の 

最高額 

5,001 円

以上 

土曜

日、 

日曜日 

又は休

日 

15,120 40,320 50,400 55,440 90,720 105,840 

 
 

その他の施設使用料(単位：円)  

  
9 時～12

時 

13 時～17

時 

18 時～22

時 

9 時～17

時 

13 時～22

時 

9 時～22

時 

楽屋 1 630 840 840 1,470 1,680 2,310 



楽屋 2 525 630 630 1,155 1,260 1,785 

楽屋 3 1,155 1,575 1,575 2,730 3,150 4,305 

楽屋 4 315 420 420 735 840 1,050 

楽屋 5 840 1,050 1,050 1,890 2,100 2,940 

リハーサ

ル室 
3,150 3,675 3,675 6,825 7,350 10,500 

練習室 1 945 1,050 1,050 1,995 2,100 3,045 

練習室 2 525 630 630 1,155 1,260 1,785 

練習室 3 630 735 735 1,365 1,470 2,100 

練習室 4 1,260 1,470 1,470 2,730 2,940 4,200 

※ホールで入場料等を徴収する場合を除き、利用者が営利、営業、宣伝その

他、これらに類する目的で利用するときは、倍額。 
 

 

冷暖房使用料  

部屋名 
1 時間当冷暖房使用

料 

ホール 4,830

楽屋 1 315

楽屋 2 315

楽屋 3 315

楽屋 4 315

楽屋 5 315

リハーサル

室 
400

練習室 1 200

練習室 2 200

練習室 3 200

練習室 4 200
 



 

 

▼ 付属施設 

 

 ◆リハーサル室 

 ◆練習室（４） 

 ◆楽屋（５） 

 ◆時津町民俗資料館  

 ◆児童館  
  

 

 

▲リハーサル室 ▲練習室 ▲時津町民俗資料館 

 

 
▲平面図（１Ｆ） 

 

 

 

 



▼ 付属設備料金表一覧 

 

付属設備利用料金  

舞台設備 

音響反射板(天反ライト含む) 1 式 5,250

平台 1 台 105

松羽目 1 式 1,575

金屏風 1 双 1,575

鳥ノ子屏風 1 双 1,575

鳥屋囲い 1 式 735

演台（花台含） 1 台 630

司会者台 1 台 210

移動式姿見 1 台 105

バレエ用シート 1 枚 105

めくり台 1 台 105

指揮者台（譜面台含） 1 台 105

コントラバス用椅子 1 脚 105

 

音響設備  

ダイナミックマイク 1 本 210

コンデンサーマイク 1 本 1.050

ワイヤレスマイク 
1 チャンネ

ル 
1,050

波マシン 1 台 1,050

スモークマシン 

（スモーク液実費） 
1 台 1,050

データフラッシュ 1 式 1,050

調光操作装置 1 式 5,250

効果機 1 台 1,050

コンセント 1 口 210

音声拡声装置 1 式 3,150

照明設備 

ボーダーライト 1 列 840 

フットライト 1 式 525 

アッパーホリゾントライト 1 式 1,050 

ロア―ホリゾントライト 1 式 525 

シーリングスポットライト 1 式 3,150 

フロントサイドスポットライト 1 式 1,575 

エリスポットライト（575w） 1 台 420 

パーライト（500w） 1 台 420 

ピンスポットライト（2kw） 1 台 2,625 

サスペンションライト 1 列 1,575 

スポットライト（1kw） 1 台 420 

スポットライト（500w） 1 台 315 

ストリップライト（100w×12 灯） 1 台 315 

ストリップライト（100w×6 灯） 1 台 210 

 

楽器 

ホール用グランドピアノ 

（スタインウェイ D-274） 

以降 1 使用区分毎に 4,200 円 

1 台 8,400 

リハーサル室用グランドピアノ 

（ヤマハ C7Ｌ） 
1 台 1,365 

ティンパニー 1 式 1,050 

マリンバ 1 台 840 

バスドラム 1 式 525 

ドラムセット 1 台 525 

ビブラフォン 1 台 525 

 



3 点吊マイク 1 式 1,050

ステージスピーカー 1 式 1,050

移動型スピーカーA

（300w） 
1 式 315

移動型スピーカーB

（400w） 
1 式 420

 

視聴覚設備 

16 ミリ映写機 1 台 2,625 

液晶プロジェクター 1 台 1,050 

スライド映写機 １台 1,050 

OHC １台 420 

 

その他 

コーヒーメーカー（ビュッフェ用） 1 台 210 

コンセント 1 口 210 
 

備考 

1  利用料金の単位は、午前、午後、及び夜間の利用区分ごとにそれぞれ 1回とします。全

日で利用する場合は、3回として計算します。ただし、コーヒーメーカーについては、上記の

区分によらず 1回の利用料金とします。 

2  付属設備を利用区分以外の時間に利用する場合又は利用区分を超えて利用する場合

の利用料は、1 時間につき、この表の利用料金の 4分の 1 に相当する額とします。 

3  楽器の利用料金にピアノの調律料は含んでいません。 

 

 

案内図 

 


